
       

 

１ 必 要 性 

 
 
２ 事務局を担う団体  ＝ 公園管理団体 

 
 
 
 
 
 
３ 霧ヶ峰の公園管理団体が行う業務（想定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 公園管理団体となる法人設立のための条件整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

霧ヶ峰における本格的事業展開のためには、しっかりした組織･人員を備えた事務局が必要 

 《公園管理団体》 
           49 
  自然公園法第37条に基づき、県知事（国定公園の場合）から指定された団体 
  
  公園管理団体の指定を受けられる法人： 公益法人、ＮＰＯ法人等 

霧ヶ峰“彩り草原空間”構築プロジェクトの事業全般の事務局を担うとともに、霧ヶ峰の中核的ビジ  
ターセンターの運営をし、霧ヶ峰ビジターセンター協議会の事務局等を務める。 
 
 《霧ヶ峰“彩り草原空間”構築プロジェクトの事務局の役割（例）》 
 
 ① 「草原」「湿原」「樹叢」の保全再生プロジェクト 
・ 自然再生推進計画（霧ヶ峰自然環境保全協議会での合意に基づき策定）に基づく具体の事業計画の作成 

   ・ 地権者との風景地保護協定の締結及びそれに基づく事業実施 
   ・ 全国への情報発信、保全再生活動のためのボランティアの受入れ 
   ・ 保全再生活動を行う団体相互の連携のコーディネート 
   ・ 「草原の里親」の募集 
   ・ 雑木、草の資源利用のための民間企業との連携、ビジネスモデルの提案 
   ・ 調査、研究、モニタリング 等 
 ② “彩り草原空間”形成プロジェクト 
・ 施設整備の計画づくり、霧ヶ峰自然環境保全協議会及び行政への提案 

   ・ 施設の寄付や施設整備ボランティアの受入れ窓口 
   ・ 施設の補修、維持管理の計画づくり  等 
 ③ 霧ヶ峰エコツーリズムモデル構築プロジェクト 
   ・ エコツアーの総合情報提供窓口、インタープリターの養成 
   ・ 霧ヶ峰の総合的な情報発信、ポータルサイトの運営、エコツアー関係団体の連絡会議事務局  等 

[平成20年度]   公園管理団体の設立を今後具体的に検討していくことを、霧ヶ峰自然環境保 
全協議会で合意形成 

 
[平成21年度から] ・・・ 具体の検討、条件整備 
  ・ 組織形態の検討 ＝ 公益法人（財団法人）、ＮＰＯ法人等 
    cf. 公益法人（財団法人）は基本財産（300万円以上）を準備する必要があるが、基本財産の果実を活用 

できるので、財政基盤が安定する。 
       ＮＰＯ法人は、基本財産なしに設立することができるが、収入につながる事業がしっかり見込めない 

と運営が困難になる。 

・ 公益法人（財団法人）を採る場合は、基本財産の準備（企業・個人からの寄付、団体からの出捐等） 
・ 組織・役員体制の検討、マンパワーの整備 
・ 定款作成   
・ 発起人会の開催 
・ 設立認証（ＮＰＯ法人）、登記  等 

 本格展開の事務局としての公園管理団体の設立 
霧ヶ峰“彩り草原空間”構築プロジェクト  

霧ヶ峰再生のための基本計画 抜粋 



 - - 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公園管理団体制度とは】 自然公園法第 37 49 条 

自然公園の管理業務を行う能力を有する公益法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）等を 

「公園管理団体」として指定し、民間団体による公園管理活動を通じた、自然の風景地の保護 

と適正な利用、地域に密着したきめ細かな管理等を推進する制度 

【公園管理団体になれるのは？】 

公益法人 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

【指定は？】 

国立公園 ： 環境大臣 

国定公園 ： 都道府県知事 

【公園管理団体の業務は？】 

・ 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動 

を行うこと 

・ 自然公園内の施設の補修その他の維持管理 

・ 自然公園の保護と適正な利用の推進に関する情報及び資料の収集、提供 

・ 自然公園の保護と適正な利用の推進に関する助言、指導 

・ 自然公園の保護と適正な利用の推進に関する調査、研究  

・ これらに附帯する業務 

 

 

 
 

【風景地保護協定制度とは】 自然公園法第 31条 

自然公園内の里山や二次草原などの良好な自然の風景地の保護を図るため、公園管理団体 

等と土地所有者等との間で協定を締結し、公園管理団体等により草原の火入れ、刈払いなどの 

自然の風景地の管理を行う制度 

【制度創設の背景は？】 

・ これまで第一次産業等の営みにより保たれてきた里山や二次草原などが、高齢化、過疎化な 

ど社会経済状況の変化により、その維持が難しくなっていること 

・ 自然風景地の保護活動を行うＮＰＯ法人等が増えてきたこと 

【協定の当事者は？】 

 
 
 
【協定の内容は？】 

 ○ 協定の目的となる土地の区域 

 ○ 協定区域内の自然の風景地の管理の方法 

 ○ 必要な施設の整備に関する事項 

 ○ 協定の有効期間 等 

 ＊ 風景地保護協定制度は、土地所有者等に対する規制強化を目的とするものではなく、公園管理団体等

が土地所有者に代わって自然の風景地の管理等をすることを促進する制度 

 

《風景地保護協定》 

公 園 管 理 団 体 制 度 

等で、一定の能力を有するもの 

  公園管理団体 
      又は 
 環境大臣・地方公共団体 

・ 土地所有者 
・ 土地の使用等を目的と 
  する権利を有する者 

〈協 定〉 


